
地方創生推進事務局と
各府省庁との間で調整

→特区で実施する規制改革

項目等を決定

特区計画の

② 認定

評価・調査委員会における
規制の特例措置の

③ 評価

＜民間事業者等・地方公共団体＞

規制の特例措置の

① 提案

＜民間事業者等・地方公共団体＞

規制の特例措置を活用
した事業の実施

＜地方公共団体＞
規制の特例措置を活用した事業に
関する特区計画の作成・認定申請

民間事業者等の方は地方公共団体に特区
計画の作成を提案することができます

構造改革特区制度の流れ

構造改革特区制度は、

①規制の特例措置の提案 ②特区計画の認定 ③規制の特例措置の評価

により構成されています。
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